
協会けんぽ神奈川支部 適用等状況（令和５年度）

令和5年度末の適用事業所数は163,024事業所であり、対前年同月
比は＋5.20％です。

令和5年度末の被保険者数（法第3条第2項被保険者を除く）は
1,065,777人であり、対前年同月比+2.39％です。被保険者のうち、
任意継続被保険者数は8,739人（対前年同月比-3.66％）で被保険者
全体の0.82％を占めています。

被扶養者数は597,265人（対前年同月比-0.96％）であり、

扶養率は0.560です。

令和 5 年度 6

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

155,805 156,300 156,875 157,609 158,394 159,263 159,997 160,644 161,196 161,980 162,522 163,024

1,053,426 1,054,985 1,057,446 1,058,816 1,059,611 1,061,034 1,066,445 1,068,523 1,064,790 1,064,749 1,065,599 1,065,777

597,984 595,954 596,450 596,774 597,299 598,237 600,265 600,661 598,307 598,060 597,744 597,265

328,861 328,640 328,375 329,032 329,698 335,012 334,998 334,822 334,695 334,758 334,957 334,911

16,069 16,831 17,450 17,347 17,019 17,069 17,410 16,950 17,780 17,157 17,339 18,243加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

被扶養者数（人）

平均標準報酬月額（円）



協会けんぽ神奈川支部 適用等状況（令和５年度）

令和5年度末の平均標準報酬月額は334,911円（対前年同月比
+1.43％）で全国平均306,991円を上回っています。

令和５年度末の加入者一人当たり医療費は18,243円（対前年同月
比+0.66％）となっており、うち、入院が4,345円（同-3.14％）、
入院外（調剤を含む）が11,840円（同+1.28％）です。

※ 医療費は、社会保険診療報酬支払基金審査分（入院、入院外、歯科、調剤、
食事療養、訪問看護に係るもの）である。

令和 5 年度 6

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

155,805 156,300 156,875 157,609 158,394 159,263 159,997 160,644 161,196 161,980 162,522 163,024

1,053,426 1,054,985 1,057,446 1,058,816 1,059,611 1,061,034 1,066,445 1,068,523 1,064,790 1,064,749 1,065,599 1,065,777

597,984 595,954 596,450 596,774 597,299 598,237 600,265 600,661 598,307 598,060 597,744 597,265

328,861 328,640 328,375 329,032 329,698 335,012 334,998 334,822 334,695 334,758 334,957 334,911

16,069 16,831 17,450 17,347 17,019 17,069 17,410 16,950 17,780 17,157 17,339 18,243加入者一人当たり医療費（円）

適用事業所数（件）

被保険者数（人）

被扶養者数（人）

平均標準報酬月額（円）


